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海洋資源開発関連産業の育成を図るためには、その基盤となる技術の開発、産業振興の原動力となる実践的技術と
ノウハウを有した優れた海洋人材の育成等、民間事業者の事業参入を可能ならしめるための環境整備が必要。

実践的事業活動の経験を早期に積むためには、実プロジェクトがある海外の海洋資源開発関連市場への民間事業
者の事業参入を促進する施策を強化することが最も実効性が高い。

○海洋資源開発関連産業の基盤となる技術者の育成

大学等における国際的・専門的な教育の推進、産学官連携の推進等を通じて、世界の海洋開発市場で
活躍できる技術者等の人材育成施策を推進

・オールジャパン（産官学の連携）による技術者育成の推進体制の整備
・産業界のニーズを踏まえた大学教育を想定したカリキュラム等の整備 等

○海外の海洋資源開発関連市場への参入支援

海外における各種のプロジェクトへの参画等を念頭に、官民を挙げて開発体制の整備に取り組むとともに、
海運、造船等の分野における戦略的な施策や我が国の海洋資源開発関連産業の国際競争力を強化するため
の施策を推進

・海洋資源開発関連産業に係る技術開発等の支援
・海洋調査データの収集・管理・公開に関する共通ルールの策定 等

民間事業者にとっては、海外にある実プロジェクトへの参画によって、将来成長が見込まれる世界の同市場への参入
の足がかりとするとともに、実践的技術やノウハウの習得、専門性をもった人材育成の促進が期待できる。
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